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件名 山陽小野田市出産・子育て応援事業が始まりました 

内   容 

すべての妊婦、子育て世帯が安心して子育てできる環境整備を図るための事業が始

まりました。妊娠期から、出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニー

ズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、子育て世帯等に対し出産・育児の

負担軽減を図る、出産・子育て応援給付金の給付を一体的に実施しますので周知をお

願いします。 

 

１ 開始日  令和５年２月６日（月）から開始 

  

２ 事業内容 

（１） 伴走型相談支援 

 対象：妊婦・産婦（夫、パートナー、同居家族も一緒に面談することを推奨） 

  ・妊娠届出時  

   保健師と面談を行い、子育てガイドを一緒に確認しながら出産までの見通し 

を立てていきます。面談予約は不要です。 

・妊娠７～８か月頃  

妊娠中や産後の不安・困りごとに合わせた支援につなげるため、保健センタ 

ーからアンケートを送付します。希望者には面談を実施します。 

・出産後 

保健師と面談をします。子育てガイドを用いて健診や予防接種、子育てに関 

する相談先などについてお伝えします。 

  面談予約は、オンライン予約もしくは子育て世代包括支援センター・ココシエへ

電話で予約をお取りください。 

（２） 出産・子育て応援給付金 

 対象：令和４年４月１日以降に妊娠届出をされた方、出産された方 

・出産応援ギフト 

妊娠届出時の面談後、アンケートと出産応援ギフト申請書を提出された方に、 
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出産応援ギフト５万円（妊婦１人当たり）を支給します。 

※支給には面談が必須となります。 

・子育て応援ギフト 

出産後の面談後、アンケートと子育て応援ギフト申請書を提出された方に、子 

育て応援ギフト５万円（児童１人当たり）を支給します。 

※支給には面談が必須となります。 

出産・子育て応援給付金の申請方法は、妊娠届や出産の時期によって異なります。 

詳しくはホームページまたは 2月 15日号の広報でご確認ください。 

https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/22/syussankosodate.html 

   

３ 問い合わせ（８：３０～１７：１５） 

・山陽小野田市健康増進課（保健センター）  

住所：大字鴨庄９４番地（☎71-1815） 

   開館日：月～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）は除く） 

・子育て世代包括支援センター・ココシエ（スマイルキッズ内）  

住所：揥山一丁目４番３号（☎82-2526） 

   開館日：月・火・木・金・土・第１日曜日（水曜日、第１日曜日以外、祝日、

年末年始（12/29～1/3）は除く） 

  

FAX発信者：山陽小野田市企画部シティセールス課  

電話（0836）82-1148 FAX（0836）83-9336 

https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/22/syussankosodate.html

